
第４５号議案 

   中間市市税条例等の一部を改正する条例 

 この条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定

により、議会の議決を求める。 

  平成２７年１１月２７日提出 

中間市長  松下 俊男   



   中間市市税条例等の一部を改正する条例 

（中間市市税条例の一部改正） 

第１条 中間市市税条例（昭和45年中間市条例第33号）の一部を次のように改正する。 

第８条から第17条までを次のように改める。 

（徴収猶予に係る徴収金の分割納付等） 

第８条 市長は、地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第15条第１項

又は第２項の規定による徴収の猶予（以下この章おいて「徴収の猶予」という。）を

する場合には、当該徴収の猶予に係る徴収金の納付又は納入について、当該徴収の猶

予をする金額を当該徴収の猶予をする期間内において、当該徴収の猶予を受ける者の

財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入

させることができる。この場合においては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は

各納入期限及び各納付期限又は各納入期限における納付金額又は納入金額を定めるも

のとする。 

２ 前項の規定は、法第15条第４項の規定による徴収の猶予をした期間の延長（次項及

び次条第４項において「徴収の猶予期間の延長」という。）について準用する。 

３ 市長は、前２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及

び各納付期限又は各納入期限における納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、

当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期

限における納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の

猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。 

（徴収猶予の申請手続等） 

第９条 徴収の猶予（法第15条第１項の規定によるものに限る。）の申請をしようとす

る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

(１) 法第15条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実

に基づき当該猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情

の詳細 

(２) 納付し、又は納入すべき市税の年度、税目、納期限及び金額 

(３) 前号の金額のうち、当該猶予を受けようとする金額 

(４) 当該猶予を受けようとする期間 

(５) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか（分割納付又は

分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入

の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限における納付金額又は

納入金額を含む。） 

(６) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が３月を超える場

合には、提供しようとする法第16条第１項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及

び所在（その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所）

その他担保に関し参考となるべき事項（担保を提供することができない特別な事情

があるときは、その事情） 



２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 法第15条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類 

(２) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 

(３) 猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及

び支出の見込みを明らかにする書類 

(４) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が３月を超える場

合には、地方税法施行令（昭和25年政令第245号）第６条の10の規定により提出すべ

き書類その他担保の提供に関し必要となる書類 

３ 徴収の猶予（法第15条第２項の規定によるものに限る。）の申請をしようとする者

は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前項第２号から第４号までに掲げる書類を

添付し、これを市長に提出しなければならない。 

(１) 当該猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細 

(２) 第１項第２号から第６号までに掲げる事項 

４ 徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書

に、第２項第２号から第４号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなけれ

ばならない。 

(１) 猶予期間の延長を受けようとする市税の年度、税目、納期限及び金額 

(２) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむ

を得ない理由 

(３) 猶予期間の延長を受けようとする期間 

(４) 第１項第５号及び第６号に掲げる事項 

５ 第２項又は前項の規定により添付すべき書類（第２項第４号に掲げる書類を除く。）

については、これらの規定にかかわらず、法第15条の２第４項に規定する災害等によ

る徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長をする場合において、

当該災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長を受

けようとする者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると市長が認めると

きは、添付することを要しない。 

６ 法第15条の２第６項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは

提出を求められた者は、同条第７項の規定による通知を受けた日から20日以内に当該

申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。 

（職権による換価の猶予の手続等） 

第10条 第８条の規定は、法第15条の５第１項の規定による換価の猶予（以下この条及

び第12条において「職権による換価の猶予」という。）について準用する。この場合

において、第８条第１項中「する金額」とあるのは「する金額（その納付又は納入を

困難とする金額として地方税法施行令第６条の９の３第１項第１号に掲げる額から同

項第２号に掲げる額を控除した残額を限度とする。）」と、「ことができる」とある

のは「ものとする」と読み替えるものとする。 

２ 市長は、職権による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、

滞納者に対し、前条第２項第２号から第４号までに掲げる書類の提出を求めることが



できる。 

３ 前項の規定は、法第15条の５第２項において読み替えて準用する法第15条第４項の

規定による職権による換価の猶予をした期間の延長について準用する。 

（申請による換価の猶予の申請手続等） 

第11条 第８条の規定は、法第15条の６第１項の規定による換価の猶予（以下この条及

び次条において「申請による換価の猶予」という。）について準用する。この場合に

おいて、第８条第１項中「する金額」とあるのは「する金額（その納付又は納入を困

難とする金額として地方税法施行令第６条の９の３第１項第１号に掲げる額から同項

第２号に掲げる額を控除した残額を限度とする。）」と、「ことができる」とあるの

は「ものとする」と読み替えるものとする。 

２ 申請による換価の猶予の申請をしようとする者は、当該申請に係る徴収金の納期限

から６月以内に次に掲げる事項を記載した申請書に、第９条第２項第２号から第４号

までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。 

(１) 当該猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は

生活の維持が困難となる事情の詳細 

(２) 第９条第１項第２号から第４号まで及び第６号に掲げる事項 

(３) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期

限における納付金額又は納入金額 

３ 法第15条の６第３項において準用する法第15条第４項の規定により申請による換 

価の猶予をした期間の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請

書に、第９条第２項第２号から第４号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出

しなければならない。 

(１) 第９条第１項第６号に掲げる事項 

(２) 第９条第４項第１号から第３号までに掲げる事項 

(３) 前項第３号に掲げる事項 

４ 第９条第６項の規定は、申請による換価の猶予について準用する。 

（担保の徴収） 

第12条 市長は、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする

場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第１項各号に掲げるものを

徴さなければならない。ただし、その猶予に係る金額が100万円以下である場合、その

猶予期間が３月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場

合は、この限りでない。 

第13条から第17条まで 削除 

第18条中「地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）」を「法」に改め

る。 

（中間市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 中間市市税条例等の一部を改正する条例(平成27年中間市条例第９号)の一部を次の

ように改正する。 

第１条のうち中間市市税条例第２条第３号及び第４号の改正規定を削り、同条例第36



条の２第８項の改正規定中「法人番号」の次に「（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第15項に規定する

法人番号をいう。以下市民税について同じ。）」を加え、同条例第63条の２第１項第１

号の改正規定中「）又は法人番号」の次に「（同条第15項に規定する法人番号をいう。

以下固定資産税について同じ。）」を加え、同条例第89条第２項第２号の改正規定中

「いう。」の次に「以下この号及び」を、「）又は法人番号」の次に「（同法第２条第

１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）」を加え、同条例第139

条の３第２項第１号の改正規定中「）又は法人番号」の次に「（同条第15項に規定する

法人番号をいう。以下この号において同じ。）」を加え、同条例第147条第１号の改正規

定中「いう。」の次に「以下この号において同じ。」を、「）又は法人番号」の次に

「（同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）」を加える。 

附則第１条第４号中「第２条第３号及び第４号、」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成28年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日

から施行する。 

（徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の中間市市税条例（以下「新条例」という。）第８条、

第９条及び第12条（地方税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第２号。以下「平

成27年改正法」という。）附則第１条第６号に掲げる規定による改正後の地方税法（昭

和25年法律第226号。以下この条において「平成28年新法」という。）第15条第１項又は

第２項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。）の規定は、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後に申請される平成28年新法第15条第１項又は第２項の

規定による徴収の猶予について適用し、施行日前に申請された平成27年改正法附則第１

条第６号に掲げる規定による改正前の地方税法（以下「平成28年旧法」という。）第15

条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。 

２ 新条例第10条及び第12条（平成28年新法第15条の５第１項の規定による換価の猶予に係

る部分に限る。）の規定は、施行日以後にされる同項の規定による換価の猶予について

適用し、施行日前にされた平成28年旧法第15条の５第１項の規定による換価の猶予につ

いては、なお従前の例による。 

３ 新条例第11条及び第12条（平成28年新法第15条の６第１項の規定による換価の猶予に係

る部分に限る。）の規定は、施行日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の

徴収金について準用する。 



（第１条関係） 

中間市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（徴収猶予に係る徴収金の分割納付等）

第８条 市長は、地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」とい

う。）第15条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予（以下この

章おいて「徴収の猶予」という。）をする場合には、当該徴収の猶

予に係る徴収金の納付又は納入について、当該徴収の猶予をする金

額を当該徴収の猶予をする期間内において、当該徴収の猶予を受け

る者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分

割して納付し、又は納入させることができる。この場合において

は、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付

期限又は各納入期限における納付金額又は納入金額を定めるものと

する。

第８条から第17条まで 削除 

２ 前項の規定は、法第15条第４項の規定による徴収の猶予をした期

間の延長（次項及び次条第４項において「徴収の猶予期間の延長」

という。）について準用する。

３ 市長は、前２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限

又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限における納付金額又

は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の

各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限における

納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該

徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。



（第１条関係） 

（徴収猶予の申請手続等）

第９条 徴収の猶予（法第15条第１項の規定によるものに限る。）の

申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長

に提出しなければならない。

(１) 法第15条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及

びその該当する事実に基づき当該猶予に係る徴収金を一時に納付

し、又は納入することができない事情の詳細

(２) 納付し、又は納入すべき市税の年度、税目、納期限及び金額

(３) 前号の金額のうち、当該猶予を受けようとする金額

(４) 当該猶予を受けようとする期間

(５) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかど

うか（分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場

合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期

限及び各納付期限又は各納入期限における納付金額又は納入金額

を含む。）

(６) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期

間が３月を超える場合には、提供しようとする法第16条第１項各

号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在（その担保が保証人

の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所）その他担

保に関し参考となるべき事項（担保を提供することができない特

別な事情があるときは、その事情）



（第１条関係） 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(１) 法第15条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足

りる書類

(２) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(３) 猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並び

に同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(４) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期

間が３月を超える場合には、地方税法施行令（昭和25年政令第

245号。以下「令」という。）第６条の10の規定により提出すべ

き書類その他担保の提供に関し必要となる書類

３ 徴収の猶予（法第15条第２項の規定によるものに限る。）の申請

をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前項第

２号から第４号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しな

ければならない。

(１) 当該猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することが

できない事情の詳細

(２) 第１項第２号から第６号までに掲げる事項

４ 徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項

を記載した申請書に、第２項第２号から第４号までに掲げる書類を

添付し、これを市長に提出しなければならない。

(１) 猶予期間の延長を受けようとする市税の年度、税目、納期限



（第１条関係） 

及び金額

(２) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入する

ことができないやむを得ない理由

(３) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(４) 第１項第５号及び第６号に掲げる事項

５ 第２項又は前項の規定により添付すべき書類（第２項第４号に掲

げる書類を除く。）については、これらの規定にかかわらず、法第

15条の２第４項に規定する災害等による徴収の猶予又は当該災害等

による徴収の猶予をした期間の延長をする場合において、当該災害

等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の

延長を受けようとする者が当該添付すべき書類を提出することが困

難であると市長が認めるときは、添付することを要しない。

６ 法第15条の２第６項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書

類の訂正若しくは提出を求められた者は、同条第７項の規定による

通知を受けた日から20日以内に当該申請書の訂正又は当該添付すべ

き書類の訂正若しくは提出をしなければならない。

（職権による換価の猶予の手続等）

第10条 第８条の規定は、法第15条の５第１項の規定による換価の猶

予（以下この条及び第12条において「職権による換価の猶予」とい

う。）について準用する。この場合において、第８条第１項中「す

る金額」とあるのは「する金額（その納付又は納入を困難とする金
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額として地方税法施行令第６条の９の３第１項第１号に掲げる額か

ら同項第２号に掲げる額を控除した残額を限度とする。）」と、

「ことができる」とあるのは「ものとする」と読み替えるものとす

る。

２ 市長は、職権による換価の猶予をする場合において、必要がある

と認めるときは、滞納者に対し、前条第２項第２号から第４号まで

に掲げる書類の提出を求めることができる。

３ 前項の規定は、法第15条の５第２項において読み替えて準用する

法第15条第４項の規定による職権による換価の猶予をした期間の延

長について準用する。

（申請による換価の猶予の申請手続等）

第11条 第８条の規定は、法第15条の６第１項の規定による換価の猶

予（以下この条及び次条において「申請による換価の猶予」とい

う。）について準用する。この場合において、第８条第１項中「す

る金額」とあるのは「する金額（その納付又は納入を困難とする金

額として地方税法施行令第６条の９の３第１項第１号に掲げる額か

ら同項第２号に掲げる額を控除した残額を限度とする。）」と、

「ことができる」とあるのは「ものとする」と読み替えるものとす

る。

２ 申請による換価の猶予の申請をしようとする者は、当該申請に係

る徴収金の納期限から６月以内に次に掲げる事項を記載した申請書

に、第９条第２項第２号から第４号までに掲げる書類を添付し、こ
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れを市長に提出しなければならない。

(１) 当該猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することに

より事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(２) 第９条第１項第２号から第４号まで及び第６号に掲げる事項

(３) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納

付期限又は各納入期限における納付金額又は納入金額

３ 法第15条の６第３項において準用する法第15条第４項の規定によ

り申請による換価の猶予をした期間の延長を申請しようとする者

は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第９条第２項第２号から

第４号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければな

らない。

(１) 第９条第１項第６号に掲げる事項

(２) 第９条第４項第１号から第３号までに掲げる事項

(３) 前項第３号に掲げる事項

４ 第９条第６項の規定は、申請による換価の猶予について準用す

る。

（担保の徴収）

第12条 市長は、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による

換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で
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法第16条第１項各号に掲げるものを徴さなければならない。ただ

し、その猶予に係る金額が100万円以下である場合、その猶予期間

が３月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情

がある場合は、この限りでない。

第13条から第17条まで 削除

（公示送達） （公示送達） 

第18条 法第20条の２の規定による公示送達は、中間市公告式条例

（昭和25年中間市条例第１号）第２条第２項に規定する掲示場に掲

示して行うものとする。 

第18条 地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第

20条の２の規定による公示送達は、中間市公告式条例（昭和25年中

間市条例第１号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示して行うも

のとする。 

（市民税の納税義務者等） （市民税の納税義務者等） 

第23条 （略） 第23条 （略） 

２ 外国法人に対するこの節の規定の適用については、その事業が行

われる場所で令第46条の４に規定する場所をもってその事務所又は

事業所とする。 

２ 外国法人に対するこの節の規定の適用については、その事業が行

われる場所で地方税法施行令（昭和25年政令第245号。以下「令」

という。）第46条の４に規定する場所をもってその事務所又は事業

所とする。 

３ （略） ３ （略） 
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中間市市税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

第２条 中間市市税条例の一部を改正する条例（平成27年中間市条

例第9号）の一部を次のように改正する。 

第２条 中間市市税条例の一部を改正する条例（平成27年中間市条

例第9号）の一部を次のように改正する。 

（削る。） 第２条第３号中「又は名称」を「（法人にあっては、事務所又は

事業所の所在地、名称及び法人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27

号）第２条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。））（法

人番号を有しない者にあっては、事務所又は事業所の所在地及び名

称）」に改め、同条第４号中「又は名称」を「（法人にあっては、

事務所又は事業所の所在地、名称及び法人番号）」に改める。

（中略） （中略） 

第36条の２第８項中「寮等の所在」の次に「、法人番号（行政手

続きに行ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成25年法律第27号）第2条第15項に規定する法人番号をい

う。以下市民税について同じ。）」を加える。 

第36条の２第８項中「等の所在」の次に「、法人番号」を加え

る。 

（中略） （中略） 

第63条の２第１項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び

個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書

類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税

について同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号を

第63条の２第１項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び

個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書

類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税

について同じ。）又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない
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いう。以下固定資産税について同じ。）（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。 

者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。 

（中略） （中略） 

第89条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第２

号中「氏名若しくは名称」を「事務所若しくは事業所の所在地、氏

名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号

をいう。以下この号及び次条において同じ。）又は法人番号（同法

第２条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号について同

じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は

事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称）」に改める。 

第89条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第２

号中「氏名若しくは名称」を「事務所若しくは事業所の所在地、氏

名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号

をいう。次条において同じ。）又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）」に改める。 

（中略） （中略） 

第139条の３第１項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改

め、同条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第１

号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同

じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。以下

この号において同じ。)（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所及び氏名又は名称）」に改める。 

第139条の３第１項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改

め、同条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第１

号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同

じ。）又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所及び氏名又は名称）」に改める。 

（中略） （中略） 

第147条第１号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは 第147条第１号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは
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事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項

に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人

番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において

同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又

は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称）」に改める。 

事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項

に規定する個人番号をいう。）又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）」に改める。 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

第１条 この条例は、平成27年４月１日から施行する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

第１条 この条例は、平成27年４月１日から施行する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（中略） （中略） 

 (４) 第１条中第36条の２第８項、第51条第２項各号、第63条

の２第１項第１号、第63条の３第１項第１号及び第２項第１

号、第71条第２項第１号、第74条第１項第１号、第74条の２

第１項第１号、第89条第２項第２号、第90条第２項第１号、

第139条の３第２項第１号並びに第147条第１号の改正規定並

びに附則第10条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第

１号、第４項第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項

第１号、第８項第１号及び第９項第１号並びに第22条第１項

第１号及び第３項第１号の改正規定並びに次条第３項及び第

８項、附則第３条第２項、第４条第１項、第６条及び第７条

の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）附則第１条第

(４) 第１条中第２条第３号及び第４号、第36条の２第８項、第

51条第２項各号、第63条の２第１項第１号、第63条の３第１

項第１号及び第２項第１号、第71条第２項第１号、第74条第

１項第１号、第74条の２第１項第１号、第89条第２項第２

号、第90条第２項第１号、第139条の３第２項第１号並びに第

147条第１号の改正規定並びに附則第10条の３第１項第１号、

第２項第１号、第３項第１号、第４項第１号、第５項第１

号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号及び第９項

第１号並びに第22条第１項第１号及び第３項第１号の改正規

定並びに次条第３項及び第８項、附則第３条第２項、第４条

第１項、第６条及び第７条の規定 行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年
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４号に掲げる規定の施行の日 法律第27号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日 


